
令和７年１２月１０日 

 

社会福祉法人千葉市社会福祉協議会 

事務局長 富田  薫 

 

入  札  公  示 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）委託名称  千葉市療育センター給食業務委託 

（２）委託内容  別添仕様書のとおり 

（３）契約期間  令和８年４月 1日から令和１１年３月３１日まで 

（４）履行場所  千葉市美浜区高浜４-８-３ 千葉市療育センター 

 

２ 入札参加資格 

（１）令和６・７年度千葉市委託入札参加資格者名簿の業種（大分類）「医療・医事・給食」、 

（中分類）「病院給食」に登録された者で、所在地区分登録が「市内」または 

「準市内」であること。 

（２）過去２年間で２回以上、同種・同規模以上の契約を履行した者。 

（契約書の写し、概要等の実績のわかる資料を添付すること） 

（３）入札参加申請書を期限までに提出し、社会福祉法人千葉市社会福祉協議会（以下、 

「本会」）の審査に合格した者であること。 

（４）次の各号のいずれにも該当しない者であること。 

①千葉市から競争参加資格停止の措置期間中の者 

②当該契約を締結する能力を有しない者 

③破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十

二条第一項各号に掲げる者 

⑤経営の状況または信用度が極度に悪化しており、適正な契約の履行が確保されない

と思料される者 

 

３ 入札参加申請書の提出場所等 

（１）各種書式の公開日及び入手方法 

本公示の日から本会ホームページ（https://www.chiba-shakyo.jp/）にて配布する。 

（２）各種書式の提出及び問い合わせ先 

〒260-0843 千葉市中央区末広３-２２-２１ 千葉市療育センター 

社会福祉法人千葉市社会福祉協議会 千葉市療育センター事務局 

TEL：043-279-1141 

FAX：043-497-3162 

電子メール：ryouiku1ban@guitar.ocn.ne.jp 

 



（３）提出書類 

①入札参加申請書 

申請日現在における現況（住所・商号又は名称・代表者等）を記載すること。 

②資格要件を確認できる書面の写し（過去２年間で２回以上、同種・同規模以上の契

約を履行していることがわかる契約書の写し等、実績のわかる資料） 

（４）提出方法 

上記提出書類を持参または郵送（書留等の配達記録が残る郵便に限る。提出期限必着）

により提出すること。 

（５）提出期間 

公示日から１２月１６日（火）午後５時まで ※提出期限必着 

（６）結果の通知 

入札参加資格が有りと確認された者には、令和７年１２月１７日（水）午後５時まで

に入札通知書を電子メールで送信する。なお、電子メール受信後は、受信確認メール

を送信元へ返信すること。 

（７）入札及び開札の日時・場所 

詳細は入札通知書に記載。 

（８）仕様書等への質疑 

令和７年１２月１６日（火）午後５時までに電子メールにより提出すること。なお、

質疑及び回答のすべてを、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し、電子メールで

公開する。 

 

４ その他の入札に関する事項 

（１）契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

（２）入札保証金 免除 

（３）入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

①本公示に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札または代理権の 

ない者がした入札 

②入札書の記載事項中入札金額または入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい 

入札 

③私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に 

抵触する不正の行為によった入札 

④公正さを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札 

（４）契約書作成の要否 要 

（５）落札者の決定方法 

① 有効な入札書を提示した者であって、予定価格以内の最低価格の入札をした者を

落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当

該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、または

その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって

著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって



入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 

② 落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、くじにより

落札者を決定する。 

（６）その他  

入札への参加を希望する者が１者であっても、原則として入札を執行する。 

 

５ 契約に関する事項 

（１）契約締結にあたり、その業務の全部または一部の履行が困難となった場合の保証代行

者として、業務代行保証契約を締結するものとする。 

（２）契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしをするものとする。 

①契約書は業務代行者含め、３通作成し、各自１通を保管する。 

②契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。 

③契約担当が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定

しないものとする。 

（３）受注者は契約時に見積内訳書を提出するものとする。  



入札書の封筒について 

 

１ 封筒 

入札書等の入った封筒の表には、朱書きで「入札書在中」と記載してください。 

封筒には必ず発注案件名、入札者の商号または名称及び代表者職氏名を記載し、入札参

加申請書に使用した印鑑で封緘（糊付け、封印）してください。 

記載例（縦書きの場合） 
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